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これからの無電柱化推進計画のあり方

無電柱化を取り巻く現況

○2023年4月から電気事業法改正に基づくレベニューキャップ
制度の運用が開始され、電力会社の無電柱化に対する主体
的な取組の萌芽も見受けられるようになりつつある。

〇一方で、電線管理者側が積極的に取組むまでのインセン
ティブは働かないのが現状である。

無電柱化の推進に必要なこと

○電線管理者側からの積極的な取り組みが期待できない現状において
無電柱化を推進していくためには、道路管理者側による働きかけが重
要である。具体的には無電柱化推進計画の策定が一つの好機となる。

○計画の策定にあたり、道路管理者の権限である、道路法第37条による
占用制限、無電柱化推進法第12条による同時整備を厳格に運用する
ことは、電線管理者側の主体的な取り組みの動機となり推進力となるこ
とが期待される。

〇上記の趣旨は、無電柱化を推進する市区町村長の会総会（令和6年6

月13日）における決議でも示されているところ。

今やるべきこと

電線共同溝方式に加え、道路法第37条と無電柱化法第12条を活用し、無電柱化推進計画の策定に取り組むこと。

道路管理者の権限① 無電柱化が特に必要であると認められる道路の占用の禁止等（道路法第37条等）

道路管理者の権限② 道路事業等と併せた電柱又は電線の設置の抑制等（無電柱化推進法12条）

○電力や通信に付与している義務占用の規定を外す道路法37条
による占用制限について、特に1号（交通安全）及び２号（バリア
フリー）に基づく指定を進めるべきである。

道路法第３７条に基づく占用制限の取組状況
令和5年時点

延長（ｋｍ） 割合（％）

第1号 約6 0.01

第2号 約62 0.07

第3号 約94,000 99.93

出典：国土交通省における無電柱化の取り組みについて、国土交通省道路局、令和6年1月24日

○電無電柱化法12条では、道路事業等が実施される場合に
は同時に無電柱化を行うことが規定されている。

〇しかし、道路管理者側の認知不足や関係部署との連携不
足によって、同時整備が適切に行われていない事例が少な
くない。

〇そのため、法律を適切に遵守し、無電柱化推進計画策定時
に、同時整備が行われるべき箇所を関係者で予め共有し無
電柱化を推進していく必要がある。

注）条文は読みやすくするため、著者の責において編集している。

○義務占用物件であっても、無余地性は確認すべき基準である
ため、厳格な運用が重要である。

道路法（水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例）
第三十六条
 ２  道路管理者は、前項の計画書に基づく工事（略）のための道路の占用

の許可の申請があった場合において、当該申請に係る道路の占用が第
三十三条第一項の規定に基づく政令で定める基準に適合するときは、第
三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えなければならない。

道路法施行令
（電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準）
第十一条 法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての電柱（略）

に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとお
りとする。
一 ＊道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益

上やむを得ないと認められる場所であること。
（電線の占用の場所に関する基準）
第十一条の二 法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての電線

に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次の
とおりとする。

２ 前項に定めるもののほか、同項の基準については、（略）
前条第一項（第一号に係る部分に限る。）の規定を準用する。

出典：仙台市

図 決議の序文抜粋

＊道路の敷地外に余地がなく公益上やむを得ないものかどうかの審査権は、道路管理者に留保
される。

無電柱化推進法第十二条

関係事業者は、道路の新設、改築又は修繕に関する事業が実施
される場合には、これらの事業の状況を踏まえつつ、電柱又は電線
を道路上において新たに設置しないようにするとともに、当該場合
において、現に設置し及び管理する道路上の電柱又は電線の撤去
を当該事業の実施と併せて行うことができるときは、当該電柱又は
電線を撤去するものとする。

決 議
我々は、市区町村無電柱化推進計画を定めるよう努め、必要に応じ、条例

の制定を検討するとともに、道路法第三十七条や無電柱化推進法第十二条
を活用した新設電柱の占用禁止及び設置抑制に取り組んでいくこととする。
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無電柱化事業の更なる推進に向けた分析

無電柱化推進計画を策定している自治体数は
令和6年4月時点で183自治体、約11％。

○

○令和６年能登半島地震における電柱の倒壊、倒木の電線接触の発生状況

無電柱化事業は、防災・通行空間の安全性
確保・良好な景観形成の観点で推進されてい
る。

○

無電柱化の更なる推進に向け、地方自治体における事業の実施強化が重要

○自治体における無電柱化事業の実施にあたっての課題（複数回答可）

238

199

163

136

84

13
N=14688

126

127

374①コストが高い

②電力会社や通信会社などとの調整が困難である

③工事の期間が長い

④トランスの置き場所がない

⑤道路が狭くて事業ができない

⑥地域の住民の協力が得られない 

⑦無電柱化の事業を理解した職員がいない

⑧何から手をつけたらよいかよく分からない

⑨何が課題かわからない

⑩課題は特にない
※出典：令和2年度 無電柱化に関する地方公共団体調査

※出典：「令和5年度 第1回 無電柱化推進のあり方検討委員会」 配付資料4

無電柱化に関する地方公共団体調査によると、
実施にあたっての課題として「無電柱化の事
業を理解した職員がいない」、「何から手をつ
けたらよいかよく分からない…」との回答が見
られる。

○

令和６年能登半島地震における道路啓開にあ
たり、電柱倒壊や倒木の電線接触の復旧によ
る作業待ちが発生するなど、無電柱化の重要
性が改めて認識され、更なる推進が求められ
ている。

○

無電柱化事業の更なる推進の必要性

地方自治体における無電柱化事業の状況

無電柱化事業における合意形成の進め方ガイド（案）の更なる改訂に向けて

令和4年4月1日に公表。令和5年7月18日に改訂○ ガ
イ
ド
掲
載
ペ
ー
ジ

「無電柱化事業における合意形成の進め方ガイド（案）」

国土技術政策総合研究所において、無電柱化の経験が
ない、または豊富でない市区町村の担当者向けに、
「合意形成に関する参考図書」として作成

○

今後、地方自治体における無電柱化事業の
実施フォローを強化するため、更なる改訂を検討

○

改訂イメージ

地方自治体にガイドのレビューをしていただき、
内容の充実を図る

①

無電柱化事業を実施する地方自治体に対し、
業務における課題のヒアリングや対応策の検
討等、相互協力関係を構築。
課題や対応策を整理し、内容の充実を図る

②

自治体C

自治体B

自治体A

ガイドのレ
ビュー

①

②

相互協力関係の構築 内容の充実

協力いただける地方自治体を随時募集しております！

連絡先：

nil-do-kan@gxb.mlit.go.jp

国土技術政策総合研究所 道路環境研究室
無電柱化担当

Ｍａｉｌ ：



能登半島地震における電柱倒壊の影響
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石川県輪島市 国道２４９号 石川県穴水町 県道３０３号石川県輪島市 広域農道

○国土交通省では、地震発生の翌日（1/2）から幹線道路の応急復旧に着手
○法面崩壊や家屋倒壊の他、電柱倒壊や倒木の電柱接触等により応急復旧作業に支障
○電柱・電線撤去作業は、道路管理者（土木業者）では、対応できないため、電線管理者

の協力が不可欠であり、電線管理者の作業待ちが発生
○道路管理者、電線管理者等関係者において「災害時（地震）の電力復旧に向けた連絡調

整会議」を設置し、関係者間で復旧作業箇所の調整を行い作業を効率化

能登半島地震における電力の被害状況

（出典）送配電網協議会/電気事業連合会 令和6年能登半島地震に伴う復旧に向けた電力各社による応援派遣状況について（2024年2月6日）

○地震発生時に最大約４万戸の停電が発生。２月２２日時点で、約８００戸にまで減少し、
概ね復旧した状況。復旧の長期化が見込まれる地域においては、現場へのアクセス改
善に応じて順次、復旧作業を実施

○北陸電力送配電における電柱の被害件数は、電柱傾斜で約２，２７０本、電柱折損で約
７４０本、断線・混線で約１，６５０箇所

被害状況の事例（電柱の倒壊・折損・混線）

被害内容 被害数

電柱の傾斜 約2,270本

電柱の折損 約740本

電線の
断線・混線

約1,650本

（出典）北陸電力送配電ホームページ

無電柱化推進のあり方検討委員会資料/R6年2月28日

※NTT柱は約200本の倒
壊・折損・大規模な傾斜
が発生（総務省調査）



無電柱化区間の被災状況（2/13～14）

○能登半島地域においては、輪島市をはじめ、8市町で約20kmの無電柱化を実施
○現地調査の結果、一部特殊部（マンホール）周辺の沈下、地上機の傾き等を確認
○今後、埋設管路等の損傷状況を確認し、必要な対応方策の検討を行うことが必要

新設電柱調査結果概要（令和4年度）
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【防災】
緊急輸送道路

約4,600㎞

【景観・安全】
約180㎞

うち市街地
（DID区間）
約3,500㎞

○ 無電柱化推進計画では、これまでに約9,900kmの管路整備済
○ 今後は、８期計画で着手する4,000kmと合わせて約6,200kmの整備が必要。

第８期計画 着手目標 約4,000km ⇒ 約3,600km（９割で協議着手済）
○ 今後は、着手済区間の管路整備を進めるため、優先区間・整備目標を明確にし、集

中的な投資により管路整備（電柱撤去）を促進する。

今後の無電柱化事業の進め方

今後の無電柱化事業の進め方
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無電柱化推進計画での取組状況
（Ｓ６１～Ｒ５）

電柱撤去完了
約9,100km

電柱未撤去
800km

管路整備済延長 約9,900km（平均260km/年）

約6,200㎞

世界文化遺産周辺      
重要伝統的建造物群保存地区  

歴史まちづくり法重点地区       
バリアフリー特定道路      

優先区間を明確にし、集中的に
整備

  約10㎞（14地区）
  約10㎞（20地区）
  約30㎞（34地区）

約130㎞ 
合計 180㎞

優先区間の抽出

【その他】
約1,420㎞

優先区間の考え方

着手済
約3,600km

第８期計画
約4,000km

第７期計画
以前

着手済
2,200km

管路整備予定延長 約6,200km

未着手
400km

地域の実情に応じて整備

緊急輸送道路約のうち市街地
（ＤＩＤ）区間の約3,500㎞

広域
防災拠点

防災
拠点

優先区間

無電柱化済区間

事業中区間

整備合意区間

①管理者間協議にて事
業手法・時期を調整

②無電柱化に時間を
要する場合は、占用
制限の導入を実施

新設電柱の占用制限（必須）
＋

沿道の状況等を考慮し
必要な対策を実施

高
速
道
路

高
速
道
路

ＩＣ

【優先区間】
①高速道路ＩＣから（広域）防災拠点間
②広域防災拠点から防災拠点間
③防災拠点～防災拠点間

市街地（ＤＩＤ）

単独地中化
OR

電線共同溝
OR

占用制限等

単
独

地
中

化

電線共同溝

電
線

共
同

溝

単独地中化

○ 今後、地方ブロック無電柱化協議会等において、緊急輸送道路や地域防災計画等で
防災上重要性の高い区間（優先区間）を選定し、無電柱化区間の連続性を確保。
○ 整備にあたっては、沿道の利用状況や電柱の設置状況を踏まえ無電柱化事業（道
路管理者、電線管理者）や電柱の占用制限により電柱撤去に向けた取組を推進。

○ 特に、優先区間のうち市街地（DID）区間から集中的な投資により整備を促進し、早期
電柱撤去を目指す。



電線管理者による一体的な事業推進の具体例
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電線管理者による一体的な事業推進

○電線管理者が道路管理者の窓口となり、全ての設計・施工を一体的に実施について、
先行的に「東京電力PG」と「沖縄電力」が実施しているところ。

・東京電力PGの例：巣鴨地蔵通り（東京都豊島区）電線共同溝事業 
・沖縄電力の例 ：県道16号線（沖縄県うるま市）電線共同溝事業

○他の電力会社・通信会社への展開を進めていく

＜一体的な事業推進イメージ＞
従来の調整方法 新たな調整方法

道路
管理者

道路管理者の管理の下、
電力会社・通信会社が関係事業者等と調整を実施

道路
管理者

電力会社
通信会社

調整

調整

設計
会社

沿道
自治体 沿道

需要者

インフラ
企業者

NTT

その他
通信

施工
会社

調整現場毎に
適切な方
式を選択

○概要
・箇所：国道１１号香川県高松市
・延長：0.94km

○国道１１号高松町地区電線共同溝では、詳細設計、本体工事、引込管工事等を一括
して契約する包括委託方式により事業のスピードアップを図った。

○包括委託方式では、本体工事と引込管工事等との同時施工による短縮により、従来
発注方式と比較して、事業期間が約１６ヶ月短縮された。

発注方式 工種 １年目 ２年目 ３年目 ４年目

従
来
方
式

詳細設計 契約 業 務

本体工事① 契約準備 工 事

本体工事② 契約準備 工 事

引込管工事 契約準備 工 事

包
括
委
託

詳細設計 業 務

本体工事① 契 工 事

本体工事② 約 工 事

引込管工事 工事 工事

約16ヶ月短縮

○特徴
設計から施工まで切れ目のない施工により事業
期間を短縮

従来
発注

包括
発注

本体工事① 本体工事②

詳細設計

本体工事① 本体工事②

詳細設計



既設排水側溝の活用に向けたモデル地区検証
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排水側溝と小型ボックスの違い

○排水側溝の通水断面の余裕が２割あることから、その空間にケーブル設置を検討
○地上機器との接続部や民地への引き込み方法、ケーブル防水の検証が必要
→沿道需要の少ない地域での検証を行う

■PU300内に、同時に配置可能なケーブル数
電力ケーブル：最大４条程度
通信ケーブル：最大８条程度

※電線管理者と構造について検討が必要

■PU300内に、設置可能なさや管数：最大３条

【検証イメージ】 【モデル地区のイメージ】

E E

T T

高圧
電力

山間部や島嶼部などの沿道需要が少ないエリアを
今後、モデル地区として選定

民地引込みの
検証

地上機器配置・接続の検証

ケーブル防水
の検証

官民境界

名称 排水側溝 小型ボックス（電線共同溝）

ポンチ絵
構造図

目的 道路の路面排水 電力・通信ケーブルの収容空間

特徴等
・設計上、通水断面に2割余裕あり

（＝ケーブル収容空間として今後検討）
・排水勾配により雨水を自然流下

・各戸宅への電力・通信の供給のため、 取出し口
（ノックアウト）を設置

・本体底に水抜き孔を設置

○排水側溝と小型ボックスは形状が似通っているが、目的と細部構造が異なる
○排水側溝を活用する場合、電力や通信を各戸へ供給するため取出し口が必要であり、取

出し口の高さは通水断面以上にする必要がある

←取出し口（ノックアウト）
※孔を開けやすいよう、

薄く作っているE E

T T

高圧
電力

漏水しない

漏水する 排水孔

↓高圧
電力



禁止の
根拠

対象区域

新設電柱 既設電柱

無電柱化の目
的から占用制
限が必要な区

域を指定

事業の実施に
併せて制限

沿道民地から
の工作物等の
倒壊による道
路閉塞を防止

（道路法第44条）

事業と併せて同時整備する電線共同溝

電柱占用制限の取組み①
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○ 無電柱化推進法 第１２条において、道路等事業実施時には電柱又は電線を道路上において新たに設置しないようにする、と規定

○ 道路等事業と併せて電線共同溝を同時整備することは、効率的な無電柱化に寄与

○ 緊急輸送道路等については、道路整備時に沿道需要がない場合でも、将来需要が見込める場合は同時整備を実施すること

① 道路整備時

② 将来需要発生時

民地

歩道

民地

歩道

■同時整備（事前埋設）の整備内容

（電柱又は電線の設置の抑制及び撤去）
第12条 （略）事業が実施される場合には・・・電柱又は電線を道

路上において新たに設置しないようにする

※事前埋設において将来需要を見込む期間は、道路整備後の沿道における需要が発生するまでの期
間及び電線共同溝の耐用年数（50年）を考慮し、「道路整備後20年間」とする。

：特殊部（分岐・接続用）
：特殊部（地上機器用）
：本体管路
：引込管路

整備手法 通常埋設 事前埋設

概要

現況需要対応に必要な電
線に加え、将来需要に見
合った電線を対象に管路
等を道路等事業と同時に
整備する手法

開通時点における現況需要
がない場合であっても、将来
需要に見合った電線を対象
に管路等を道路等事業と同
時に整備する手法

対応

沿道需要
現況需要＋将来需要※ 将来需要※

対象路線 全道路 緊急輸送道路等

対象外

(地下埋設
が困難と
認められ
る場所)

（H31.4.1付通知 電線の占用の場所に関する技術的細目
について）
１．掘削の深さが十分でない場所
２．施工区間延長が、各地上機器の供給区間延長と整合

しない場所
３．道路を掘削する工事着手の２年前までに・・・通知がな

されていない場所 ほか

参考
道路事業に併せた無電柱
化を推進するための手引
きver.2 （R5.3.3）

道路事業と併せた電線共同
溝に関するガイドライン
（R5.3.3）

■同時整備における整備手法

・事前埋設を行う場合は、電線共同溝の整備内容のうち、①道路整
備時、②将来需要発生時において効率的となる整備内容を組み
合わせ、整備を行う。

・道路整備時の整備内容は、電線共同溝の整備内容のうち、事前
に埋設しておくことが効率的である
本体管路と特殊部（分岐・接続用）を基本とする。

■無電柱化の推進に関する法律（H28.12）

：連携管路
：引込設備
：連系設備

・避難路、原発避難路、
津波避難経路 等

・道路事業

・市街地開発事業

・開発許可を受けて行う事業 等

・緊急輸送道路

防災 安全・円滑

省令改正（H 31.4～）

（無電柱化法第11条）

（道路法第37条）

（無電柱化法第12条）

事業なし

－

運用通達（H 28.4～）

・緊急輸送道路
（優先度の高い区間
から順次導入）

防災

事業あり

・左記事業の実施とは併
せて行うことができるとき、
既設電柱又は電線を撤去

運用指針（H 31.4～）

運用通達（R 3.9～）

運用通達（R 5.6～）

※歩行者の交通量が多い道路は3.5 ｍ

・路側帯からはみ出した歩行者と車両の接触の恐れ
が頻繁に生じている道路等
・道路構造令の幅員未満の幹線道路

（幅員７ｍ未満かつ５００台／日以上）

・バリアフリー基準
（有効幅員2m※ ）未満の福祉施設周辺、通学路 等

・沿道区域届出勧告制度の導入
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（道路の占用の禁止又は制限区域等）
第三十七条 道路管理者は、次に掲げる場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわらず、

区域を指定して道路（第二号に掲げる場合にあっては、歩道の部分に限る。）の占用を禁止し、又は制限することが
できる。

・緊急輸送道路（H28.4より実施中）

三 災害が発生した場合における
被害の拡大を防止するために特
に必要があると認める場合

一 交通が著しくふくそうする道路又
は幅員が著しく狭い道路について
車両の能率的な運行を図るため
に特に必要があると認める場合

二 幅員が著しく狭い歩道の部分に
ついて歩行者の安全かつ円滑
な通行を図るために特に必要が
あると認める場合

・道路構造令の幅員未満の幹線道路
（幅員７ｍ未満かつ５００台/日以上）

・路側帯からはみ出した歩行者と車両の接触
のおそれが頻繁に生じている道路 等

・バリアフリー基準（有効幅員２ｍ※）未満
の福祉施設周辺、通学路 等

※歩行者の交通量が多い道路は3.5ｍ

（H30.3改正により追加）

都道府県・市町村向けに、占用制限の対象道路など、運用の考え方を示す

道路法

・避難路、原発避難路、津波避難経路 等

運用指針 （H31.4.1都道府県担当部長、各指定市担当局長あて道路局路政課長他通知）

（H25.6改正により追加）

３号１号 ２号

電柱占用制限の取組み②

電柱占用制限の取組み③

《都道府県別の措置状況》

令和6年3月末時点

管内すべての
緊急輸送道路で
占用制限導入済み
36道府県

全自治体が実施

未実施の自治体あり

○緊急輸送道路約9.6万kmのうち、全線での措置に至っていない都道府県・市町村で、現在、手続
きを進めており、道路法第37条に基づく新設電柱の占用を禁止する占用制限の措置は、令和6年3
月末に約9.5万km(約99%)となった。

《道路種別毎の措置状況》

※道路法第37条（抜粋）
道路管理者は（中略）区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限
することができる

三 災害が発生した場合における被害の拡大を防止

約2.2万km(100%)

0% 50%                  100% 

緊急輸送道路
全延長

約9.6万km

直轄国道
約2.2万km

補助国道・
都道府県道
約6.1万km

市区町村道
約1.2万km

約9.5万km(約99%) 

（内訳）

約6.1万km(約99%)

約1.1万km(約90%)

残り2県
177km

残り254市区町村
1196km
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電柱占用制限の取組み⑤

電柱占用制限の取組み④

○下記に留意し、緊急輸送道路を対象に既設電柱の占用禁止の運用を開始（R5.6通知）
・電線管理者との協議（費用負担等） ・導入の優先順位 ・沿道サービス利用の継続性

【優先順位の考え方】
○無電柱化事業の事業（予定）区間

①電線共同溝整備事業の事業（予定）区間
②単独地中化等無電柱化事業の事業（予定）区間
③２年前までに道路工事の通知がなされた区間

○電柱倒壊による道路閉塞の影響が大きい区間
①地域防災計画における重要な区間
②交通拠点と（広域）防災拠点を結ぶ区間
③広域防災拠点と防災拠点を結ぶ区間
④防災拠点と防災拠点を結ぶ区間

高速道路IC等

広域防災拠点

防災拠点

【既存ネットワークのイメージ】【サービスの継続性】

電柱撤去

既設電柱占用禁止

既存ネットワーク

①迂回配線、
 単独地中化

②電線共同溝
③その他

利用可

利用不可

【優先順位のイメージ】

【迂回配線のイメージ】

○沿道民地からの工作物等の倒壊による道路閉塞を防止する仕組みとして、道路法改正（R3年9月施
行）により、沿道区域を設定し、当該区域内に届出対象区域を設定、区域内に電柱を設置する際は、道
路管理者への届出、届出に対し、勧告できる「届出・勧告制度」を創設しており、直轄国道では令和４年
度に５区間、令和５年度に３区間を指定

○令和７年度までに各都道府県で１区間以上、指定するように各道路管理者に依頼済み

【 沿道区域・届出対象区域のイメージ 】

W=25.0m
3.0

中央分離帯

3.0
歩道

1.5
路肩

3.25
車道

3.25
車道

3.25
車道

3.25
車道

1.5
路肩

3.0
歩道

民 地道路区域民 地

最大20ｍ

沿道区域

最大20ｍ

沿道区域

※ 届出対象区域は沿
道区域の中で設定

沿道区域の指定※

届出対象区域の指定※

電線管理者から道路管理者へ電柱設置を届出

必要に応じ、倒壊しても道路閉塞しない位置へ変更
を道路管理者から勧告

【 手続きの流れ 】

※ 指定にあたり電線管理者
や土地所有者へ説明

【 道路の閉塞を防止する仕組み（イメージ）】

届出勧告制度の
活用により

国道５５号 高知県安芸市

【沿道民地の電柱が倒壊し道路閉塞した例】



無電柱化推進計画の策定

無電柱推進計画事業補助制度の概要
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「無電柱化推進計画」に定めた目標の確実な達成を図るため、同目標に係る地方公共団体による無電柱化の整
備を計画的かつ集中的に支援を実施。

制度の概要

補助対象者

無電柱化推進計画事業を行う地方公共団体又は土地区画整理事業、市街地再開発事業等を施行する者に対
しその経費の一部に対して負担金の負担又は補助金の交付を行う地方公共団体

・以下のいずれの条件にも該当する事業

事業要件

①「無電柱化推進計画」に定めた目標の確実な達成に資する
事業であって、「都道府県無電柱化推進計画等」（地方版
無電柱化推進計画）に位置づけられている事業※1

②低コスト手法の活用や新技術・新工法の導入等の検討によ
り低コスト化に取り組む事業※2

※2 令和４年度末時点において本補助制度にて補助している事業は除く。

※1 道路の新設、バイパス整備及び道路拡幅のうち車線数の増加を伴う事
業と同時に行う無電柱化推進計画事業（土地区画整理事業、市街地再
開発事業等を施行する者に対しその経費の一部に対して負担金の負担
又は補助金の交付を行う事業は除く。）は除く。※2

事業のイメージ

良好な景観の形成

緊急輸送道路等の防災性の向上

整備前 整備後

PFI手法を活用する場合の国庫債務負担行為の年限は、PFI
法に基づき３０箇年以内

その他

補助率

■現行法令に規定する補助率

・補助国道、都道府県道又は市町村道の改築
                     ・・・５．５／１０

（これに加え、地域の財政力に応じた嵩上げが可能）
  ※沖縄県の区域内の地方公共団体に対しては、社会資本整備総合交付

金と同様、沖縄振興特別措置法施行令に基づく補助率を適用

○４７都道府県は、全て無電柱化推進計画を策定済み
○１８３市区町村は、単独で無電柱化推進計画を策定済み
○都道府県と市区町村が一体的に策定することも可能ですので積極的に策定をしてください

(4
/
1
7
9
)

(4
/
4
0
)

(4
/
3
3
)

(3
/
3
5
)

(4
/
2
5
)

(2
/
3
5
)

(2
/
5
9
)

(0
/
4
4
)

(1
/
2
5
)

(0
/
3
5
)

(1
1
/
6
3
)

(1
0
/
5
4
)

(3
8
/
6
2
)

(5
/
3
3
)

(0
/
2
7
) (4

/
7
7
)

(2
/
3
0
)

(2
/
1
5
)

(1
/
1
9
)

(2
/
4
2
)

(8
/
3
5
)

(1
4
/
5
4
)

(1
/
2
9
)

(0
/
1
7
)

(0
/
1
9
) (4

/
2
6
) (8

/
4
3
)

(5
/
4
1
)

(1
/
3
9
)

(2
/
3
0
)

(1
/
1
9
)

(0
/
1
9
) (4

/
2
7
)

(5
/
2
3
)

(1
/
1
9
)

(0
/
2
4
)

(1
/
1
7
)

(2
/
2
0
)

(0
/
3
4
)

(3
/
6
0
)

(0
/
2
0
)

(0
/
2
1
)

(2
/
4
5
)

(0
/
1
8
)

(3
/
2
6
)

(2
/
4
3
)

(1
7
/
4
1
)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

北
海

道
青

森
県

岩
手

県
宮

城
県

秋
田

県
山

形
県

福
島

県
茨

城
県

栃
木

県
群

馬
県

埼
玉

県
千

葉
県

東
京

都
神

奈
川

県
山

梨
県

長
野

県
新

潟
県

富
山

県
石

川
県

岐
阜

県
静

岡
県

愛
知

県
三

重
県

福
井

県
滋

賀
県

京
都

府
大

阪
府

兵
庫

県
奈

良
県

和
歌

山
県

鳥
取

県
島

根
県

岡
山

県
広

島
県

山
口

県
徳

島
県

香
川

県
愛

媛
県

高
知

県
福

岡
県

佐
賀

県
長

崎
県

熊
本

県
大

分
県

宮
崎

県
鹿

児
島

県
沖

縄
県

無電柱化推進計画策定自治体数（都道府県除く） R6.4時点



観光地域振興無電柱化推進事業の概要

＜財政支援＞無電柱化に関する支援メニュー
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電線管理者

国：国際観光旅客税
(1/2)

電線管理者
(1/3)

地公
体

(1/6)

■単独地中化方式等

補助対象経費の2/3

支援イメージ

※

国：公共事業
(1/2)

地公体
(1/2)

■共同管路方式

電線管理者

国：公共事業
(1/2)

地公体
(1/2)

【今回追加】

【今回追加】
・電線管理者負担分の1/2を国（国際観光旅客税）が補助
・電線管理者負担分の1/６を地公体が補助

道路管理者負担

道路管理者負担

地公体
（1/6）

【従前と変更なし】

国
（国際観光旅客税）

(1/2)

電線
管理者
（1/3）

補助対象経費の2/3

事業目的・内容

○ 観光による地域振興に向けた無電柱化の推進を図るため、電線管理者が実施する無電柱化を支援
○ 令和６年度より、観光地における共同管路方式による無電柱化を対象に追加

事業スキーム

【補助対象地域（地理的要件）】
・世界遺産周辺地域
・重要伝統的建造物群保存地区
・歴史まちづくり法重点地区
・その他、無電柱化による観光振興の効果が高
いと認められる地域

【補助対象経費】
・単独地中化方式等、共同管路方式により無電柱化に要する経費
・無電柱化に併せて電線管理者が行う情報提供設備や道路の美装化等、
観光まちづくりに資すると認められる費用（※）

【補助割合等】
・国→地方公共団体（補助対象事業者）→電線管理者（間接補助事業者）
・国は補助対象経費の1/2を補助対象事業者に補助
  補助対象事業者は補助対象経費の2/3を間接補助事業者に補助

【その他】
・起債及び交付税措置の対象事業
・継続事業の展開を考慮し交付対象事業を決定

（※）
・地上機器へのWi-Fi設備による観光情報の提供
・地上機器を活用した観光案内（地図など）の明示
・無電柱化後の歩道復旧の際に周辺の道路に調和した舗装の美装化
・無電柱化と併せて、道路照明等の美装化や街路樹を整備

［整備箇所の例（佐賀県鹿島市）］

https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/pdf/26-02.pdf国土交通省 道路局ＨＰに記載
無電柱化補助制度の位置づけ

道路局 都市局 住宅局 観光庁 自治体
開発
事業者

電線
管理者

電線
共同溝
方式

単独
地中化
方式

要請者
負担
方式

自治体
管路
方式

1 無電柱化推進計画事業補助 2 〇 ○ ○ ○ ○

2 無電柱化まちづくり促進事業 3 ○ ○ ○ ○ ○

3-1 都市再生整備計画事業 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○

3-2 都市構造再編集中支援事業 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○

3-3 まちなかウォーカブル推進事業 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 都市再生区画整理事業 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 街なみ環境整備事業 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 観光地域振興無電柱化推進事業 9 ○ ○ ○ ○ ○

7 住宅市街地総合整備事業 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 密集市街地総合防災事業 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 無利子融資（電線敷設工事資金貸付金） 12 ○ ○ ○

10 固定資産税の特例措置 13 ○ ○ ○ ○

11 無電柱化に伴う占用料の減免措置 14 ○ ○ ○ ○

無電柱化の事業手法

番号 制度名
該当
ページ

国土交通省の所管局 補助等対象者



千葉の山間部における単独地中化
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レベニューキャップ制度による無電柱化の推進

⚫ レベニューキャップ制度(2023～2027年度)※により、無電柱化推進計画に基づいて実施する、計
1,891km分の費用2,729億円を託送料金に計上

⚫ 電線共同溝による計1,690kmの無電柱化の他、新たに電力レジリエンスに伴う単独地中化による
無電柱化について計201kmを追加計上

※一般送配電事業者が５年毎に収入上限 （レベニューキャップ）を算定し承認を受ける託送料金制度。事業者が５年間の
事業計画を作成し、計画実行のために必要な費用（レベニューキャップ）を国が審査。事業者は審査を受けた事業計画を実
行し、その達成状況を国が評価する。

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄 計

電線共同
溝による
無電柱化

距離
(km)

53 73 822 305 37 166 59 37 110 27 1,690

費用
(億円)

78 95 1,206 419 45 217 80 88 156 52 2,442

電力レジ
リエンス
に伴う無
電柱化

距離
(km)

10 24 60 28 6 28 14 7 21 2 201

費用
(億円)

15 39 106 36 7 23 19 6 30 2 287

計

距離
(km)

63 97 882 333 43 194 73 44 131 29 1,891

費用
(億円)

93 135 1,313 455 53 241 99 94 187 54 2,729

出典：収入の見通しに関するこれまでの検証内容について 詳細参考資料（料金制度専門会合（第27回）2022年11月28日）より結果を集計

※同距離を電柱(架空線、1km当たり2千万円)で整備した場合の費用は約378億円

⚫ 千葉県房総半島の山間部で、山頂に防災無線等の重要設備があるルート（約1.2km）にて、台風等
の災害時に倒木による設備被害を防ぐことを目的に、レベニューキャップ制度の下、 2023年10月
に単独地中化工事開始。

⚫ トレンチャーは適用困難な箇所もあるものの、土砂の掘削から積込みまで可能な溝掘機で、掘削ス
ピードが速く、常設作業帯の設置が可能なエリアで有効なことから、東電PGでは、登山道の管理者
と常設作業帯の設置の協議を行い、トレンチャーを導入することで、約7倍のスピードで掘削でき、
短工期で低コストの単独地中化を実現。

＜トレンチャーを活用した単独地中化工事の様子＞

出典：地理院地図（電子国土Web）
をもとに東京電力PGにて作成

１工区：310m

＜単独地中化着手箇所＞

千葉県房総半島の山間部エリア

防災無線

TV基地局



電力における無電柱化工事の効率化

再エネ発電設備の分割に伴う電力柱増の抑制
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⚫ 太陽光発電設備を分割することで、余分な電力柱が必要となること等を踏まえ、発電設備の分割を
規制することを決定。

⚫ 電気事業法施行規則を改正し、2022年4月より施行。発電設備の分割を規制し、発電設備の分割に
伴って生じる不用な電力柱を抑制。

＜太陽光発電設備の分割事例＞ ＜メガソーラー（１MW）での比較＞

分割しない場合 分割した場合

電圧区分 高圧 低圧

発電設備 1000kw×1箇所 49.5kw※1×20箇所

電力柱数 １本 約20本※2

※1 50kwを超えない場合、主任技術者の選任が不要となる。
※2 1MWの事例であり、規模に応じて分割後の本数は増減する。

⚫ 東京都港湾局と連携した大井埠頭の無電柱化では、埠頭内の交通状況を踏まえ、警視庁と調整を
図り、無電柱化工事の際には、柵の設置により侵入を防ぐことで、都度埋め戻しを省略し、施工工
事を効率化。同様の手法を離島（小笠原諸島）の無電柱化工事にも導入。

⚫ 福岡市における低コストの無電柱化を実現する「FUKUOKAモデル」については、九州電力送配電も
参画し、2023年11月に着手となり、引込線だけ架空化する工事は来年度に着手予定。

⚫ こうした取組について、電力会社間での横展開を図り、全国への普及を目指していく。

＜常設作業帯の設置事例＞ ＜FUKUOKAモデルの事例＞

港湾局大井２号
（電線共同溝工事）

出典：福岡市HP

住宅等の引込線については、
外灯や小さなポールを建て、
架空線で引き込むことにより、
住宅等施設の構造に柔軟に
対応が可能となり、設計・施工
の効率化を図ることが可能。

小笠原諸島（母島）
都道第241号

（電線共同溝工事）
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低コスト手法の導入状況

⚫ 2023年12月時点において、ソフト地中化方式や小型ボックス活用など約2千件の低コスト手法の
導入が図られており、前回調査時点と比べて約800件近く増加している。

⚫ 特に工法・機材のコスト削減を図る管路の浅層埋設や、角形多条電線管については、活用が進
み、前回と比べて200件程度増加している。また、同時整備についても300件程度増加している。

＜低コスト手法の採用事例※＞

※ 各一般送配電事業者における調査結果（2023年12月時点）

＜四国地方の活用事例＞
（徳島大学病院前道路のソフト地中化方式）

採用手法 採用路線
(7期計画以降）

整備方式

ソフト地中化方式 97（+44）

裏配線 27（+7）

軒下配線 1（-）

既存ストック活用 64（+12）

小型ボックス活用 33（+6）

工法・機材
管路の浅層埋設 518（+210）

角形多条電線管 458（+179）

その他
同時整備 774（+311）

官地活用 73（+13）

＜整備前＞

＜整備後＞

ソフト地中化用
変圧器

更なる低コスト化に向けた地上配線の検討

⚫ 更なる低コスト手法としての地上配線工法について、まずは車両の往来が無く、人が常時通行する

ことを想定しない山地において、必要な工法とその規制緩和の可能性について調査を実施

⚫ 本調査により、地上設置を行うことができる場所や地上配線に伴って安全面で順守すべき事項等

を整理。本年度以降、地上配線工法の実現に向け、新たな規格（日本電気技術規格委員会規格）

の制定及び規程（電気設備の技術基準の解釈）の改正等のプロセスを進める

＜地上配線の設置イメージ（黄線は地上電線路の施設ルート）＞

島しょ部における山地の道路脇 登山道沿い 山地における道路沿いの擁壁上部



無電柱化推進に関する主な取組/総務省

低コスト化に向けた取組
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無
電
柱
化
推
進
の
た
め

の
基
盤
的
取
組
等

新設電柱の調査 • 新設電柱の動向を正確にモニタリングしていくため、新設電柱の調査を実施

既
設
電
柱
を
含
め
た
対
応

【既設電柱の削減】
・既設の電柱の効率的配置による電柱の削減や、電力線と通信線の共架を推進
・光ファイバーの地中化を図るための下水道管の活用
・緊急輸送道路については、電柱の更新時期や道路の拡幅工事等に合わせた移設や電
線共同溝による無電柱化を図る

【無電柱化に係るコストの削減】
・側溝や小型ボックスの活用等低コスト手法の普及拡大

【施工法の効率化】
・無電柱化のスピードアップに向けた一体的な設計・施工の実施拡大

新
設
電
柱
の
み
の
対
応

【優先度に応じた対応】
・レジリエンスの観点から重要なルートについて、低コスト化手法を活用しながら無電柱化
を実施

新
設
電
柱
へ
の
対
応

◼ 令和４年４月に発表した「電柱の増加要因を踏まえた新設電柱の抑制に向けた対応方策」を踏まえ、
低コスト手法の検証・活用や一体的な設計・施工の実施拡大等に取り組むことで無電柱化を推進

運用の改善
• 無電柱化に際して電気通信事業者との調整が難航した場合の相談受付や、

関係省庁において同様の事例が把握された場合の連絡・相談体制を整備

◼ 効率的な無電柱化の推進に向けて、工期短縮に資する施工法等の検討や、関連設備の仕様統一
等によるコスト削減に資する取組を推進

◼ 特に、電柱新設が不要となる新たな配線方式として、簡易布設光ファイバケーブルを開発中

＜参考：簡易布設光ファイバケーブル概要（2025年度導入に向けて開発中）＞

項 目 取り組み 成 果

特殊部コンパクト化
• 特殊部の最小寸法への全国統一
• 更なるコンパクト化

• 通信Ⅱ型の最小寸法の考え
方の整理（全国統一）

特殊部径間距離の長
延化

• メタルケーブル、光ケーブル、同軸ケーブル等のケーブル特
性を踏まえた最大径間長の条件整理、更なる長延化

• 最大径間長の条件整理（全国
統一）

小型ボックス関連工
事の効率化

• 引込管路の共有化
• 同一引込管路に収容可能な
条件を整理

新たな配線方式 • 簡易布設光ファイバケーブルの開発
• 物品開発、運用整理、検証等
を実施中

＜低コスト化の取り組み例＞

基地局等

設置形態

車道

全心接続箇所

光ケーブル
光ケーブル

パターン①舗装路に形成した溝に布設
（車道/歩道/民地）

パターン②表層に設置した保護層内に布設
（歩道/民地）

歩道等

保護層
(厚さ10mm程度）

表層 表層

溝(幅10㎜以下、深さ20～30㎜程度)
溝(幅10㎜以下、深さ10㎜程度)
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下水道管への光ファイバ敷設の概況

光ファイバの地中化を図るための下水道管の活用

◼ 下水道管の全国の総延長は49万km、普及率は約80％（令和３年度末時点）に達しており、特に都
市部において普及率が高い

◼ 下水道管を敷設管理している地方自治体において、下水処理場やポンプ場の遠隔制御用の回線
として、下水道管に光ファイバを敷設し活用しており、全国では約2,250kmが敷設されている（令和
４年度末時点）

◼ 特に、東京都区部では、都内の下水処理場13か所とポンプ場82箇所を下水道管に敷設された光
ファイバのネットワークにより接続しており、その敷設距離は916.9㎞に達している

（１）自治体の運用イメージ （２）東京都区部の敷設状況

（出所）東京都下水道局ウェブページ「下水道台帳案内」

水再生センター・管理事務所
・プラント等
ポンプ所 管理出張所

下水道局光ファイバー

交通局光ファイバー
都営大江戸線
都営新宿線
都営三田線
都営浅草線

■ 「電柱の増加要因を踏まえた新設電柱の抑制に向けた対応方策」に位置づけられた取組
■ 電気通信事業者による下水道管を利用した光ファイバの敷設に関して、技術的・制度的な課題を把
握し、実用化に向けた検討を行う

■ 令和３年度は下水道管内に光ファイバを敷設するにあたっての費用や期間、保守管理における課題
等を調査したほか、地方自治体への調査を通じて制度上の課題が無いことを確認

■ 令和４年度は、電気通信事業者の管路・幹線光ケーブルと下水道管路・光ケーブルの接続（工事）を
模擬設備を用いて検証し、技術的な問題が無いことを確認するとともに作業手順書をとりまとめ

■ 令和５年度は、昨年度の調査結果を踏まえ、実際の下水道管に光ファイバを敷設し、維持管理面等の

課題についても把握するとともに、利用促進に向けた周知啓発に係る方策の検討を実施
■ 令和６年度は、これまでの調査において把握した課題を検証し、 「電気通信事業者における下水道管
を活用した無電柱化手法の手引き（仮）」を作成した上で普及啓発の促進に向けた方策の検討を行う予定

【令和３年度から令和６年度まで（予定）】（令和６年度予算3.4億円の内数）

■実際の下水道管への光ファイバの敷設工事に係る課題の調査



無電柱化の日イベント （無電柱化の日の取組）
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無電柱化を推進する市区町村長の会の活動

○無電柱化の取組みに積極的な市区町村長による組織
○無電柱化を推進のため、国への要望や勉強会を継続して実施している

・設 立：平成２７年１０月
・会 長：松尾 崇（鎌倉市長）
・会員数：３０３名（Ｒ６.６.13現在）

（これまでの活動）
・設立以降、毎年定期総会を開催し、要望活動を実施
・その他、無電柱化推進セミナーや、各地で勉強会を開催

＜会の概要＞

令和５年度 第３回勉強会
会場：北海道登別市「登別市観光交流センター ヌプル」
WEB：Cisco Webex
日時：令和５年 11 月 16 日（木）10:00～16:30
参加者：会場 約 70名、WEB 18名

令和５年度 第1回勉強会
日時：令和５年７月26日(水)～

28日(金) 10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト
WEB：Cisco Webex
推進展ミニセミナーと共催

↑総会の様子
←松尾新会長
鎌倉市長（右）
と小池都知事
（左）

※NPO法人電線のない街づくり支援ネットワーク調べ

名 称 日 時 会 場 主 催 内 容 リ ン ク

みんなで考えようなるほど納
得！無電柱化inお台場

平成３０年
アクアシティお台場
３Ｆアクアアリーナ

国土交通省
無電柱化写真展、ステージイベント、無電柱化クイズラリー
無電柱化タッチパネル、VRを使った電柱倒壊体験

https://www.nextmobility.jp/economy_society/m

inistry-of-international-trade-and-industry-

november-10-electric-pillarization-day-held-at-

odaiba20181024/

みんなで考えよう なるほど納
得！無電柱化 ｉｎ二子玉川

令和元年
二子玉川ライズ ガ
レリア（東京都世田
谷区）

国土交通省
無電柱化パネル展、ステージイベント、無電柱化に関するクイズ
ラリー、VRによる電柱倒壊体験、電柱撤去シミュレーションパネ
ル、電柱玉当てゲーム

https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_

001248.html

芦屋市 無電柱化の日イベント
平成28年
～令和５年

芦屋市役所・JR芦
屋駅など

兵庫県芦屋市
無電柱化事業説明のパネル展、識者の基調講演、VR体験、書
道パフォーマンス、フォトコンテストなど毎年イベントを開催

https://www.city.ashiya.lg.jp/douro/mudenntyuu

ka-no-hi2017.html

京都市 無電柱化の日イベント 令和３年 先斗町歌舞練場 京都市 先斗町通をはじめとした京都市の無電柱化事業のパネル展示
https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000

290205.html

道路の無電柱化に向けたパネ
ル展

令和３年
県庁18階展望ロ
ビー

鹿児島県
無電柱化の目的や整備状況、無電柱化の基本的な方針、無電
柱化に関するクイズ、鹿児島県無電柱化推進箇所紹介

https://www.pref.kagoshima.jp/ah06/mudennty

uukapaneruten.html

「無電柱化の日」イベント 令和３年 オンライン配信 東京都
第1部フォトコンテスト入賞作品発表
第2部パネルディスカッション

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappy

o/press/2021/11/08/01.html

無電柱化の日 全道一斉パネル
展

令和３年
～５年

北海道各都市
国土交通省・北海
道・札幌市

無電柱化ビフォー・アフターパネル展示、わが街の無電柱化写
真展、無電柱化ジオラマ展開（札幌）、低コスト技術による無電
柱化の促進（札幌）、VR体験（札幌）など

https://nponpc.net/info/hokaido_mudencyu_ev

ent2021/

都市計画道路の整備状況・道路
の無電柱化に関するパネル展
示

令和３年 小平市 小平市都市開発部
パネル展示、無電柱化の目的や整備状況、優先的に無電柱化
を検討する路線、推進に向けた施策

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/090/0

90083.html

無電柱化にっぽん～全国のまち
自慢～ 列島リレー中継

令和４年
日本みち研究所分
室・全国各地

NPO無電柱ネット
北海道から沖縄まで全国12の無電柱化スポットをリレー中継。
後半は、会場で識者による鼎談

https://nponpc.net/info/https-nponpc-net-info-

result1110mudenchu_relay-relay/

無電柱化パネル展 令和４年
三重・愛知・岐阜・
静岡・長野

国土交通省中部地
方整備局

パネル展示 https://www.cbr.mlit.go.jp/joho_box/panel/

無電柱化の日イベント 令和４年 豊中市役所 豊中市 無電柱化を知ろう！、パネル展示、AR体験会
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/2915/

mudentyuukanohiibentotirasi.pdf

11月10日・無電柱化の日セミ
ナー～無電柱化事例紹介＆鼎
談～

令和５年
日本みち研究所分
室

日本みち研究所、首
長会、NPO無電柱
ネット

無電柱化の現状と課題、無電柱化加速化への提言、無電柱化
の取組事例（金沢市）、鼎談

https://nponpc.net/info/11-10-no-power-pole-

day-seminar-no2/

「無電柱化の日」フォトコンテスト
令和３年

～6年
東京都庁ほか 東京都 第１回～第４回 フォトコンテスト

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappy

o/press/2024/07/05/documents/04_01.pdf

NPO・HPの
推進展ミニセミナー

NPO・HPの
R5-3勉強会

令和６年度 定期総会
日時：令和６年６月13日(木) 10:00～12:00
場所：衆議院第一議員会館 地下1階大会議室

NPO法人電線のない街づくり支援ネットワークは無電柱化を推進する市区町村長の会と業務提携しています。

https://www.nextmobility.jp/economy_society/ministry-of-international-trade-and-industry-november-10-electric-pillarization-day-held-at-odaiba20181024/
https://www.nextmobility.jp/economy_society/ministry-of-international-trade-and-industry-november-10-electric-pillarization-day-held-at-odaiba20181024/
https://www.nextmobility.jp/economy_society/ministry-of-international-trade-and-industry-november-10-electric-pillarization-day-held-at-odaiba20181024/
https://www.nextmobility.jp/economy_society/ministry-of-international-trade-and-industry-november-10-electric-pillarization-day-held-at-odaiba20181024/
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001248.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001248.html
https://www.city.ashiya.lg.jp/douro/mudenntyuuka-no-hi2017.html
https://www.city.ashiya.lg.jp/douro/mudenntyuuka-no-hi2017.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290205.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290205.html
https://www.pref.kagoshima.jp/ah06/mudenntyuukapaneruten.html
https://www.pref.kagoshima.jp/ah06/mudenntyuukapaneruten.html
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/11/08/01.html
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/11/08/01.html
https://nponpc.net/info/hokaido_mudencyu_event2021/
https://nponpc.net/info/hokaido_mudencyu_event2021/
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/090/090083.html
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/090/090083.html
https://nponpc.net/info/https-nponpc-net-info-result1110mudenchu_relay-relay/
https://nponpc.net/info/https-nponpc-net-info-result1110mudenchu_relay-relay/
https://www.cbr.mlit.go.jp/joho_box/panel/
https://nponpc.net/info/11-10-no-power-pole-day-seminar-no2/
https://nponpc.net/info/11-10-no-power-pole-day-seminar-no2/
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/07/05/documents/04_01.pdf
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/07/05/documents/04_01.pdf


東京都宅地開発無電柱化推進事業/杉並区上井草

宅地開発無電柱化事例/千葉県船橋市

平面図/配線図

↑宅内桝引込用管路

↑管路敷設状況

補助額
無電柱化総事業費の2/3

←電力低コスト管（ECVP管）採用(オレンジ目印)

↑開発地外電柱との接続
（東電施工）

↑共用宅地桝

ＤＡＴＡ
〇物件名：FC杉並上井草ザ・ブロードステージ
〇事業者：M社
〇所在地：東京都杉並区上井草二丁目
〇総区画数：21区画
〇無電柱化対象区画数：15区画
〇協議・設計期間：約4～5月
〇無電柱化事業施工期間：約2～3週間
〇推進事業補助率：無電柱化総事業費の2/3
〇電線管理者：東京電力、NTT東日本、JCOM

ＤＡＴＡ
〇物件名：ブランシエラガーデン船橋日大前
〇事業者：H社
〇所在地：千葉県船橋市坪井東六丁目
〇総区画数：47区画
〇無電柱化対象区画数：18区画
〇協議・設計期間：約5ヶ月
〇施工期間：約2ヶ月
〇電力事業者：東京電力PG
〇通信事業者：NTT東日本、JCOM

↑インターロッキング舗装を採用

低コストへの課題

１，敷地が狭く施工が難しい
２，浅層埋設が難しい
３，公道部分の単独地中化の高

コストと施工日程の調整

※放射状配管にすることで宅地桝の小型
化を図る

※ECVPとFEPの特性を生かして、作業効
率を高めた

宅内桝

低コストへの課題

１，既設電柱への立上げ施工
２，電線管理者の対応が遅い
３，共用宅地桝の電線管理者

承認に時間が掛かる

※電力と通信の宅内桝は
通常、独立して設置するが、
今回は共用
（ W450×H500×L1,000 ）
にすることでコスト削減と省
スペース化を図った。
また、π方式を採用するこ
とで停電時のリスクをヘッ
ジした。

※開発地外の
公道に建つ既
設電柱への立
上げ管路につ
いての工事日
程の調整に時
間を要した。
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東京都の補助金の詳細、上記以外の補助事業は、
プラットフォームのホームページをご覧ください。

プ ラ ッ ト ホ ー ム で は 東 京 都 補 助 や 事 例 を 紹 介

※令和６年５月30日時点
※東京都政策企画局 第４回ＨＴＴ・ゼロエミッション推進協議会 付属資料「HTTのお得な支援策」より抜粋

NPO法人電線のない街づくり支援ネットワークは
「東京都省エネ･再エネ住宅推進プラットフォーム」 

の参加団体です。

東京都６局と住宅関係団体４９団体、その会員事業者が一体と
なって省エネ・再エネ住宅の普及促進に取組んでいます。

省エネ・再エネ関
連補助金等

プラット
フォームHP21



東拓工業(株)
トータクの角型多条電

線管「角型ＴＡＣレック

ス」は、各地方整備局

の電線共同溝マニュア

ルに適合した管路材で

す。無電柱化事業の低

コスト手法として注目

されております。

無電柱化の低コストにつながる最新製品紹介
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松岡コンクリート工業(株)
管路ボックスは、既存の

側溝を基に開発した事で、

格安に提供できる製品と

なりました。

それでもセキュリティ対

策等必要な性能はしっか

り備えています。

是非お問合せ下さい。

(株)イトーヨーギョー
S.D.BOXは、選べるふ

た仕様をラインナップ

・景観への配慮ができる

 「埋設型」

・メンテンナンスが容易

にできる「露出型」

現場に合わせてご検討く

ださい！！

ジオ・サーチ(株) 地下埋設物を地上から正確に探査する新技

術「地上・地下インフラ３Ｄマップ」を開発。３Ｄデータの活用に

より無電柱化工事の設計・施工の無駄をなくし、工期短縮します。

(株)オーコ
現行で使用されている埋

設標ピン・埋設標柱にIC

チップを組み込んでより

詳細な埋設管路の情報の

確認を可能にしました。

その他ノンスリップ鉄蓋

の標準化等で無電柱化を

サポートをしています。

(株)近代設計
弊社は、無電柱化事業

に係わる調査、計画、設

計、発注者支援（事業監

理業務）により、安全安

心で快適な空間の確保、

ライフラインの保全、都

市機能の高度化に貢献し

ます。

マルマテクニカ(株)
弊社は､ScreeningEagle社

製地中探査機の国内

代理店です。

地中探査の結果を

iPadの地図上に

リアルタイムで

表示します｡その結果を

現場にて、2D･3Dとして

表示が可能で、データー

を共有できます。
GS8000

当社無電柱化推進オリジナルキャラクター
ム電チュー君 と 地チュー花ちゃん

マルマテクニカ(株)
日本の施工に合った、Vermeer 社製８tonの排出コンベヤ付
トレンチャー RTX750SOC新機種登場！
速い掘削スピード、きれいな仕上がり。連続掘削により工
事費の大幅削減を実現。

(株)秋本組 無電柱化・電線共同溝工事なら秋本組におまかせください。豊富な実績と技術力で工事～施工管理一式を請負います。

フジコン(株) 北陸地区にて、無電柱化のBOXメーカーとして設計から製造、新技術のトータル提案を行っています。お気軽にご相談下さい。

シンテック(株) 通信多条数一括牽引方式の繊維さや管ラップダクト、2人で設置できる超軽量防護板ラップバッファーの開発販売をしています。

(株)長栄通建 北海道で初導入!!スピードアップと低コスト手法。最新鋭機トレンチャー・地中探査機を活用した無電柱化施工は、当社まで!!

繊維さや管ラップダクト
研究会
新技術のさや管として、

道路/河川情報ボックスの新

設・移設、電線共同溝工事

に適用でき、大幅なコスト

低減と工期短縮を実現しま

す。

無電柱化の低コストにつながる企業紹介



◎NPO法人電線のない街づくり支援ネットワークとは https://nponpc.net/
電線の無い美しい景観の街づくりに関する事業を行うことによって、
日本の街の景観と住環境の安全性の向上に寄与することを目的とする団体です。

◆事業概要◆
１、無電柱化支援事業
電柱や電線の無い、安全安心で、美しい景観の街づくりを実施したいと思っている、すべての機関（不動産

・デベロッパー・行政等）を技術面・ノウハウ面で支援していきます。

２、電線のない街・街づくりなどに関わるシンポジウム・セミナー
本ＮＰＯの活動を、広く市民に啓発していくことを目的に、電線のない街並みの素晴らしさや、安全性、必要

性など、専門家によるパネルディスカッションなどを通して、わかりやすく解説して、市民の理解を醸成します。

※当NPOで開催する無電柱化シンポジウムは、土木学会のCPD認定プログラムの対象講座です。

３、街並み見学ツアー
“百聞は一見にしかず”実際に無電柱化した、住宅地や商業地などを見学して、無電柱化に対する認知度を

アップしていくためのツアー。専門家による解説付きで、楽しく学んで体験していただけます。

４、無電柱化出張出前授業（小学生向け）・出張講義（大学生向け）を請け負います。
当NPOでは無電柱化に関する小学生や大学生を対象とした授業を請け負います。小学生には、無電柱化の

クイズや作業をしながらの授業、大学生では、講義中にディスカッション、講義後にアンケートの回答やレポー

トの提出などを行い、無電柱化の知識を深めます。インターン生の募集も受け付けております（短期・長期とも）。

５、研究開発（無電柱化低コスト技術）・視察会
専門家や専門機関による無電柱化や電線のない街づくり、美しい景観形成に関する技術の研究開発を行

います。国土交通省、各自治体とも連携して、コスト削減、新工法、工期短縮など、新世代の無電柱化技術

を民間の立場から研究開発しています。

６、広報活動（電線のない街づくり推進）
月刊『美空～MISORA～』の発行を通じて、当ＮＰＯの活動報告や、研究成果の発表、会員への情報提供・コ

ミュニケーションを図ります。マスコミへの取材に応じ、無電柱化についての解説をします。

また無電柱化の日（11/10）のイベントなどをマスコミや各機関と連携して行います。

■会員数：2024年６月現在 151社（法人・個人・公共会員含む）

入会ご希望の方は、info@nponpc.net へメールでお問い合わせください！

■事務局/大阪府吹田市内本町１丁目1番21号 理事長 髙田 昇 TEL 06-6381-4000 （担当：塚田）

小型BOX視察会

テレビ出演（コメンテーター）

当NPOのHPは
こちらから⇒

見あげたい日本の空☆復活へのシナリオ

無電柱化の時代へ 864円

「無電柱化推進法」が施行され、「無電柱化鎖国」から開港し、「電柱大
国」を脱する夜明けを迎えつつある日本。しかし、それは、ほんの第一歩に
過ぎない。「世界の常識」である無電柱化が、「日本の常識」となっていな
い中で無電柱化の意義や狙いから、国や地方の動き、最新事例、そして
実現に必要なノウハウを満載したブックレット本。
  

＜目次＞
１ なぜ今、無電柱化なのか
２ 「電柱大国・日本」はこうしてつ
くられた

３ 今はじまる無電柱化への大き
な流れ

 ４ 無電柱化のハードルを越える
５ 無電柱化の実現へ

電柱のないまちづくり
～電線類地中化の実現方法～ 2200円

商店街、住宅地、都心再開発、歴史的まちなみ等での実現プロセスとその
効果、最新技術をやさしく解説。詳細な取材に基づく具体的な無電柱化の
まちづくり事例を多数掲載。無電柱化を実践するためのノウハウが満載！
  

     
 ＜目次＞

      序章 電柱・電線のある街、ない街
      一章 世界と日本‐電線類地中化事

    業の違い
      二章 無電柱まちづくりの実際‐主体

        ・プロセス・仕組み
      三章 無電柱化の方法
      四章 実現に向けたアクションプラン

    ーNPO法人電線のない街づくり
支援ネットワーク

～無電柱化入門書のご紹介～

当NPOのホームページでは、書
籍のご注文を承っております。
https://nponpc.net/

◎「無電柱化を推進する市区町村長の会」とは
当会（会長 神奈川県鎌倉市長 松尾 崇）は地方行政の首長が無電柱化を推進するため2015年
に結成した団体です。 2024年６月13日現在、303の市区町村長が加盟しています。
［事務局］ 神奈川県  鎌倉市  都市整備部  道路課 〒248-8686 神奈川県鎌倉市御成町18番10号

  ℡：0467-23-3000 road@city.kamakura.kanagawa.jp

当NPOのHPで、

無電柱化を推進す

る市区町村長の会

を紹介しています⇒

23 2024.７.15 発行

無電柱化推進団体のご紹介

会員募集中
入会案内は
こちら⇒

無電柱化の情報が満載！


	スライド 0
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6: 今後の無電柱化事業の進め方
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9: 事業と併せて同時整備する電線共同溝
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13: 観光地域振興無電柱化推進事業の概要
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17: 無電柱化推進に関する主な取組/総務省
	スライド 18: 光ファイバの地中化を図るための下水道管の活用
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23

